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第 1 章　計画の意義と位置付け 

第１章　計画の意義と位置付け

1 計画改定の背景と意義

 （1）地球温暖化の科学的知見
地球温暖化とは、地球の地表面および大気の温度が自然変動の範囲を超えて長期的に上

昇する現象で、その主因は二酸化炭素等による温室効果ガスの排出量の増加であるとされ
ています。地球温暖化は、地球全体に気候変動をもたらすものであり、日本においても平
均気温の上昇、農作物や生態系への影響、暴風、台風等による被害が観測されています。

世界の政策決定者に対して正確でバランスの取れた科学的知見を提供する「気候変動に関
する政府間パネル（IPCC）」は、2021（令和３）年～ 2022（令和４）年にかけて、最新知
見を取りまとめた第6 次評価報告書（以下「AR6」という。）を公表しました。「人間活動が
20 世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な要因であった可能性が極めて高い（可能性
95％以上）。」とした2013 年の第5 次報告書（以下「AR5」という。）から、AR6 では「人
間活動が大気・海洋および陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。」と評価され、
AR5 から大きく踏み込んだ表現となっています。

また、猛暑や大雨などの極端現象の増加にも人間活動の影響が現れていると評価されま
した。ほとんどの陸域で、1950 年代以降主に人為起源の気候変動により大雨の頻度と強度
が増加しています。また、一部の地域では、人為起源の気候変動が穀物生産や生態系に悪
影響を及ぼす干ばつの増加に寄与しています。

さらに、今後、化石燃料依存
型の発展の下で気候政策を導入
しない場合、21 世紀末には地球
全体の平均気温が 3.3 ～ 5.7℃
上昇する可能性が報告されてい
ます。

今後、気温上昇を抑えるには、
早期に排出量削減に取り組み、
できるだけ速やかに排出量を実
質ゼロにすることが必要となり
ます。

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト
（http://www.jccca.org/）



－ 2 －

第1章 計画の意義と位置付け

 （2）社会の動き
1992（平成4）年の国連総会において、「気

候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこと
とならない水準において大気中の温室効果ガス
の濃度を安定化させること」を目的とした「気
候変動に関する国際連合枠組条約」が採択され
ました。その後、毎年締約国会議が開催され
ています。第1 回目の締約国会議（COP1）は
1995（平成7）年にドイツのベルリンで開催
され、「温室効果ガスの排出および吸収に関し、
特定された期限の中で排出抑制や削減のための数量化された拘束力のある目標」を定めること
が決められました。1997（平成9）年の第3 回締約国会議（COP3）は日本の京都で開催され、
京都議定書が採択されました。この中で、日本は温室効果ガス排出量を「2008 年から2012
年」の第一約束期間に、1990 年比で6％削減するとの目標が定めれました。

これらの国際的な動きを受け、1998（平成10）年10 月、地球温暖化対策の推進に関す
る法律（以下「温対法」という。）が公布され、1999（平成11）年4 月に施行されました。こ
の法律は、地球温暖化対策への取組として、国、地方公共団体、事業者および国民それぞ
れの責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体の実行計画の策定、事業者による算
定報告公表制度など、各主体の取組を促進するための法的枠組みを定めています。

2013（平成 25）年にポーランドのワルシャワで開催された第 19 回締約国会議
（COP19）では、全ての国に対し、第21 回締約国会議（COP21）に十分先立って2020（令
和2）年以降の国が決定する貢献案（Intended Nationally Determined Contribution。
以下「INDC」）を示すことが招請されました。政府は、2015（平成27）年7 月、地球温暖
化対策推進本部において2030 年度の温室効果ガス削減目標を、2013（平成25）年度比で
26.0％減（2005（平成17）年度比25.4％減）とする「日本の約束草案」を決定し、国連に
提出しました。

また、同年 2015（平成 27）年にフランスのパリで開催された第 21 回締約国会議
（COP21）において、新たな国際枠組であるパリ協定が採択されました。パリ協定では全て
の締約国が「平均気温上昇を産業革命以前に比べ2℃未満に抑え、1.5℃以下に抑える努力を
する」ことを目標として掲げ、今世紀後半において、人間活動による温室効果ガス排出量を
森林などによる吸収量などとバランスをとり、実質ゼロにする方針を打ち出しています。パ
リ協定は2016（平成28）年11 月4 日に発効し、日本は11 月8 日に批准しました。これを
受け、政府は同年12 月地球温暖化対策推進本部において「パリ協定を踏まえた地球温暖化
対策の取組方針について」を決定し、「地球温暖化対策計画」を策定することとしました。

パリ協定

・京都議定書の後継にあたる枠組み

・2015（平成27）12 月に開催された国連気候変動枠組条約第21 回締結国会議で採択

・世界共通の長期目標として「平均気温上昇を産業革命前から2℃よりも十分低く保つこと、1.5℃以

下に抑える努力を追求」すること

・主要排出国を含むすべての国が削減目標を5 年ごとに提出・更新すること など
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翌年2016（平成28）年5 月、日本の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため
の計画で、温室効果ガスの排出抑制および吸収量の目標、事業者・国民等が講ずべき措置
に関する基本的事項、目標達成のために国・地方公共団体が講ずべき施策等について記載
された「地球温暖化対策計画」を閣議決定しました。

そして、2020（令和2）年10 月、内閣総理大臣は国会の所信表明演説で、パリ協定に定
める目標等を踏まえ、「2050 年カーボンニュートラル」を宣言し、翌年、2021（令和3）
年3 月、2050 年までにカーボンニュートラルの実現を法律に明記することで、政策の継
続性・予見性を高め、脱炭素に向けた取組・投資やイノベーションを加速させるとともに、
地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化の取組や企業の脱炭素経営の促進を図る「地
球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。

2021（令和3）年10 月、「地球温暖化対策計画」を改定し、2030 年に温室効果ガス排出
量を2013 年度から46％削減することを目指し、さらに50％の高みに向けて挑戦を続け
ていくこととし、2050 年には温室効果ガス排出量を実質ゼロにする裏付となる対策や施策
を示しました。この目標を達成するために、国の地球温暖化対策計画では、国内の排出削減・
吸収量の確保により、2030 年度における部門別に排出量の目安と示しています。行政機関
が含まれる「業務その他部門」については、2013 年度実績である238 百万 t-CO2 を51％
削減して、116 百万 t-CO2 という2030 年度の排出量の目標を示しています。

表　2030 年度温室効果ガス別その他区分ごとの目標・目安（単位：百万 t-CO2）

2013 実績 2019 年度実績
（2013 年度比）

2030 年度の目標・
目安（2013 年度比）

温室効果ガス排出量・
吸収量

1,408 1,166
（▲17％）

760
（▲46％）

エネルギー起源二酸化炭素 1,235 1,029
（▲17％）

677
（▲45％）

産業部門 463 384
（▲17％）

289
（▲38％）

業務その他部門 238 193
（▲19％）

116
（▲51％）

家庭部門 208 159
（▲23％）

70
（▲66％）

運輸部門 224 206
（▲8％）

146
（▲35％）

エネルギー転換部門 106 89.3
（▲16％）

56
（▲47％）

非エネルギー起源二酸化炭素 82.3 79.2
（▲4％）

70.0
（▲15％）

メタン（CH4） 30.0 28.4
（▲5％）

26.7
（▲11％）

一酸二窒素（N2O） 21.4 19.8
（▲8％）

17.8
（▲17％）

代替フロン等4 ガス 39.1 55.4
（+42％）

21.8
（▲44％）

ハイドロフルオロカーボン（HFCs） 32.1 49.7
（+55％）

14.5
（▲55％）

パーフルオロカーボン（PFCs） 3.3 3.4
（+4％）

4.2
（+26％）

六フッ化硫黄（SF6） 2.1 2.0
（▲4％）

2.7
（+27％）

三フッ化硫黄（NF3） 1.6 0.26
（▲84％）

0.5
（▲70％）

温室効果ガス吸収源 － ▲45.9％ ▲47.7％

二国間クレジット制度（JCM）
官民連携で2030 年度までの累積で1 億 t-CO2 程度の国際的な
排出削減・吸収量を目指す。我が国として獲得したクレジッ
トを我が国の NDC 達成のために適切にカウントする。

資料　環境省　地球温暖化対策計画
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2021（令和 3）年の全国における業務その他部門の二酸化炭素排出量は 190.2 百万
t-CO2 で、2013 年度の237.3 百万 t-CO2 と比較して約20％削減されています。2030 年
度において、2013 年度比51％削減の目標達成に向け、更なる削減が必要になってきます。

地球温暖化対策は、国、県、市町村がそれぞれの行政事務の役割、責務を踏まえ、密接
に連携しながら取組を進めていくことが必要です。2050 年カーボンニュートラルに向け
て、行政機関が果たすべき役割はますます高まってきています。

資料　全国地球温暖化防止活動推進センター
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地球温暖化対策計画の構成

資料　環境省
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 （3）改定の背景
本市では2018 年（平成30）年2 月に、温対法に基づき奄美市地球温暖化防止活動実行

計画（事務事業編）を策定しました。この計画の実施期間を終えたこと、近年の温対法の改
正や「地球温暖化対策計画」の改定等を踏まえ、2030 年度における温室効果ガス排出削減
目標の引き上げやその施策・対策の実施に向け、総合的かつ計画的に推進を図るために改
定することとしました。

なお、温対法第21 条第13 項、第14 項には、実行計画を策定又は変更したときは、遅
滞なくこれを公表すること、同条第15 項に、実行計画に基づく措置の実施の状況（温室効
果ガス総排出量を含む）を公表しなければならないとされています。

地球温暖化対策の推進に関する法律

第二十一条

都道府県および市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都

道府県および市町村の事務および事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための

措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。

第 2 項　地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

　　1　計画期間

　　2　地方公共団体実行計画の目標

　　3　実施しようとする措置の内容

　　4　その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項

第 ３ 項～第 12 項（省略）

第 13 項　都道府県および市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、

単独で又は共同して、これを公表しなければならない。

第 14 項　第 9 項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。

第 15 項　都道府県および市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行

計画に基づく措置および施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公

表しなければならない。

第 16 項、第 17 項（省略）



計画の意義と位置付け

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

－ 7 －

第1章

 （4）改定の意義と留意点
本市は自らの事務事業に関して、率先して地球温暖化対策を実施するものとし、これま

での対策の実施状況や社会情勢等を踏まえて、更なる取組の推進を図るため本計画を改定
します。　

本市の事務事業において、この実行計画を全庁あげて取組を進めることによる効果とし
て、以下の6 点があげられます。

なお、本計画の推進にあたっては、住民サービスや執務環境に支障が生じないように十
分に配慮します。

①地域における温室効果ガスの実質的な削減
本市の事務事業は、本市内全体の温室効果ガス排出量の約4％、業務その他部門の約

18％を占める大きな経済主体であり、自らの事務事業により排出される温室効果ガスの
排出量を削減することは、地域全体における温室効果ガス排出量の実質的な削減に寄与
するものです。

②取組により地域の模範となる
本市が率先的な取組を行うことにより地域の模範となり、本計画を参考として、事業

者、住民の自主的・積極的な取組が進んでいくことが期待されます。

③グリーン調達の推進による経済の活性化
本計画に、環境配慮型商品の調達といった温室効果ガス排出削減のための措置に関す

る目標を盛り込み、具体的な目標を掲げて環境への負荷の少ない製品やサービスを計画
的に導入することで、地域経済の活性化に貢献するものとなります。

④省エネ・省資源化による水光熱費等の事務経費の削減
紙、電気、水の使用量、廃棄物の発生量などを削減することは、事務経費の削減にもつ

ながるなど、地球温暖化防止への効果と経済効果を同時に達成することができます。削
減した経費は新たな独自予算を確保したともいえるものです。

⑤温室効果ガス排出抑制対策に関する経験・知見の蓄積
地域の住民や事業者に身近な行政機関として、本市には地球温暖化対策に関する情報

提供等の支援を行う役割があります。自らの取組を通じて、地球温暖化対策について経
験や知見を蓄積し、住民や事業者に対する情報提供や助言をより効果的に行うことがで
きるようになります。

⑥一丸となって取り組む意識の醸成
本計画は市長部局・教育委員会に関係する全ての部署、すべての機関・事務局が一丸

となって取り組むことで実現が可能となるものです。全庁をあげての取組を進めること
で、市の関係機関全体が一つの目標に向かって進む体制の構築や全職員の連帯感が高まっ
ていくことが期待されます。
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第1章 計画の意義と位置付け

2 計画の位置付け

本計画は、温対法 第21条第1項に基づき、市が自らの事務および事業に関し、率先して地
球温暖化対策を実施するための計画（地方公共団体実行計画（事務事業編））として位置付け
ます。

他の計画との関係

地球温暖化対策の推進に関する法律

国　地球温暖化対策計画

鹿
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率
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行
動
計
画

　事
務
事
業
編

鹿
児
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地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画

　区
域
施
策
編

奄
美
市
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
実
行
計
画（
事
務
事
業
編
）

奄美大島人ロビジョン2020
（令和２年3月策定）

奄美市地球温暖化防止活動
実行計画（区域施策編）
（令和６年4月策定）

奄美市総合計画
（令和6年3月策定）


